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評定 判断基準（目安） 

特筆すべき進捗状況にある 評価委員会が特に認める場合 

計画以上の進捗状況にある すべてⅣ又はⅢかつ計画以上の進捗状況が認められ

る場合 

順調に進んでいる すべてⅣまたはⅢ 

おおむね順調に進んでいる Ⅳ又はⅢの割合が９割以上 

遅れている Ⅳ又はⅢの割合が９割未満 

重大な改善事項がある 評価委員会が特に認める場合 
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